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大学としての全体評価 

 

 九州女子大学においては、教職課程を実施するためのカリキュラムや教員組

織、施設及び設備等に係る令和３年度の状況について、令和４年度に自己点検評

価した。その結果、自己点検評価の３つの基準領域における６つの基準項目につ

いて、各学部を構成する学科等の教職課程においていずれも適切に運営されてい

ることが確認され、それぞれの教職課程が円滑かつ効果的に実施されており、教

員養成の目標を達成していることを確認した。  

 自己点検評価の過程では、３つの基準領域における６つの基準項目において、

いずれの学科等も長所・特色として特長的な取り組み内容が挙げられており、こ

れらの優れた取り組み内容については、今後も継続して取り組むこととする。ま

た、取り組み上の課題として挙げられた内容については、不断の検証に基づく検

討を継続して実施し、改善を図る必要がある。  

 これらの今後の取り組みを通じて、教職課程に係る内部質保証体制の実効性を

恒常的に高め、引き続き、教員養成の目標を確実に達成できるよう、組織的検証

を行っていくこととする。  

 

     九州女子大学 

                 

学長  奥 田  俊 博  
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九州女子大学家政学部 

 

 

Ⅰ 教職課程の現況及び特色 

  

１ 現況 

(１) 大学名：九州女子大学家政学部 

(２) 所在地：福岡県北九州市八幡西区自由ケ丘１番１号 

(３) 学生数及び教員数 

（令和４年５月１日現在） 

学生数： 教職課程履修 113 名／学部全体 520 名 

教員数： 教職課程科目担当（教職・教科とも）26 名／学部全体 53 名 

 

 ２ 特色  

 九州女子大学学則第３条の２において、家政学部の人材養成及び教育研究上の目

的を次の通り定めている。 

「 家政学部は、学是「自律処行」の理念に立脚し、共生・健康・福祉の視点

から、教育・研究を行い、各専門分野の知識・技術と幅広い教養を身につ

け、社会に貢献できる豊かな人間性と倫理性を備えた人材を養成するため、

学科の教育目標を次のとおりとする。 

(１) 人間生活学科は、人間の生活を、共生と再生の観点から、生活経営、

情報を基礎として、衣・食・居住環境の各領域から科学的に解明できる素

養をもった人材の育成を目的とする。 

(２) 栄養学科は、食と栄養に関する高度な専門性と広い視野を備え、人々

の健康と福祉に貢献できる人間性豊かな管理栄養士の育成を目的とす

る。」 

 これを受け、上記２学科で構成されている家政学部では、「家政学部としての教

員養成に対する理念」を以下の通り定めている。 

「 家政学部では、学是「自律処行」の理念に立脚し、共生・健康・福祉の視

点から教育・研究を行い、各専門分野の知識・技術と幅広い教養を身につ
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九州女子大学家政学部 

 

 

け、社会に貢献できる豊かな人間性と倫理性を備えた人材を養成することを

目的としている。この目的のもと、本学における教員養成の理念を具現化す

るため、共生・健康・福祉の視点から、衣・食・住に関わる家庭科教育領域

並びに食育領域の教職課程を置く。」 

 これらをふまえ、家政学部を構成する人間生活学科及び栄養学科においては、そ

れぞれ、入学者受入れの方針、教育課程編成・実施の方針及び卒業認定・学位授与

の方針、並びに、教員養成に対する理念及び免許設置の趣旨を定め、各学科が目指

す教員像の具現化に向け、教職課程を運営し教員養成を行っている。 
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九州女子大学家政学部 基準領域１ 

Ⅱ 基準領域ごとの教職課程自己点検評価  

 

基準領域１ 教職課程に関わる教職員の共通理解に基づく協働的な取り組み 

 

基準項目１－１ 教職課程教育の目的・目標の共有 

〔現状説明〕 

 九州女子大学学則第１条において、九州女子大学の目的を以下の通り定めている。 

「 本学は、教育基本法に則り学校教育法の定めるところにより広く知識を授

けると共に、深く専門の学術を教授研究し、応用的能力展開と人格の完成に

努め、我が国の文化の高揚発達に貢献する高い知性と豊かな情操を有する女

性の育成を目的とする。」 

 これを受け、九州女子大学学則第３条の２において、家政学部の人材養成及び教

育研究上の目的を次のように定めている。 

「 家政学部は、学是「自律処行」の理念に立脚し、共生・健康・福祉の視点

から、教育・研究を行い、各専門分野の知識・技術と幅広い教養を身につけ、

社会に貢献できる豊かな人間性と倫理性を備えた人材を養成するため、学科

の教育目標を次のとおりとする。」 

 これをふまえ、同条において、家政学部人間生活学科（以下、引用文を除き「本

学科」という。）の教育目標を次の通り定めている。 

「 人間生活学科は、人間の生活を、共生と再生の観点から、生活経営、情報

を基礎として、衣・食・居住環境の各領域から科学的に解明できる素養をも

った人材の育成を目的とする。」 

 これらの目的及び教育目標のもと、「大学としての教員養成に対する理念」とし

て、「「自律処行」に基づく総合的な人間力、教職への意欲や使命感、並びに学習指

導能力及び生活指導能力を備えた教員を養成することを目指す。」とし、「家政学部

としての教員養成に対する理念」を以下のように定めている。 
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九州女子大学家政学部 基準領域１ 

「 家政学部では、学是「自律処行」の理念に立脚し、共生・健康・福祉の視

点から教育・研究を行い、各専門分野の知識・技術と幅広い教養を身につけ、

社会に貢献できる豊かな人間性と倫理性を備えた人材を養成することを目

的としている。この目的のもと、本学における教員養成の理念を具現化する

ため、共生・健康・福祉の視点から、衣・食・住に関わる家庭科教育領域並

びに食育領域の教職課程を置く。」 

 これらをふまえ、「人間生活学科としての教員養成に対する理念及び免許設置の

趣旨」を、以下の通り定めている。 

「 人間生活学科では、人間の生活を、共生と再生の観点に基づきつつ、生活

経営、情報を基礎として、衣・食・住生活の各分野から科学的に解明できる

素養をもった人材を育成することを教育目標としている。 

 人間生活学科においてはこの教育理念、並びに本学における教員養成の理

念に基づいて、共生と再生の視点を踏まえつつ、衣生活・食生活・住生活の

各分野から科学的に解明できる専門性と実践力を備え、教育現場、地域のリ

ーダーとして社会に貢献できる中学校及び高等学校教諭（「家庭」）の養成を

行う。」 

 これらに基づき、本学科においては、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・

ポリシー、以下「DP」という。）を次の通り定めている。 

「 人間生活学科では、衣・食・住の知識・技能・社会のルールに従った態度

等を修得し、これらをもとに自らの考えを組み立て、自ら課題を発見し、解

決に向けた方策を立案し実行することを目指します。 

 この基本理念のもとに、以下の基準を満たした学生に卒業を認定し、学位

を授与します。 

・知識・理解 

 家政学士として相応しい教養を身につけ、衣分野・食分野・住分野そ

れぞれの知識、技術および考え方を体系的に理解し、科学的に解明でき
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九州女子大学家政学部 基準領域１ 

る。 

・汎用的技能 

１．衣分野・食分野・住分野それぞれの知識、技術を用いて、社会に求

められる情報を提供することができる。 

２．地域や社会における課題に取り組むための課題発見・解決能力、論

理的思考力を有している。 

・態度・志向性 

 自らを律し、自己の良心や社会のルールに従って行動し、地域や社会

の一員としての意識を持って、協調性を発揮し、学びを活かして地域・

社会に貢献することができる。」 

 本学科の教育目標及び DP については、学内への明示・周知のために「学生便覧」

に掲載し、学外へは、大学ホームページに掲載し広く公開するとともに、年度初め

のオリエンテーション等を通じて、本学科の教職課程が目指す教員像に必要となる

資質能力を具体的に説明している。 

 以上の取り組みを通じ、教職課程教育の目的・目標の共有を図っている。 

 

〔長所・特色〕 

 本学科では、育成を目指す教師像をシラバス内に明記し、学生への周知及び関係

教職員と共有している。（取組観点例①②） 

 また、教職課程教育を通じて育もうとする力（学修成果）をシラバス内の目的・

目標及び評価欄に具体的に示している。（取組観点例③） 

 これらの取り組みを通じて、本学科の教職課程教育の目的・目標について、教職

課程を履修する学生との間で共有を図っている。 

 

〔取り組み上の課題〕 

 「人間生活学科としての教員養成に対する理念及び免許設置の趣旨」に照らして
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九州女子大学家政学部 基準領域１ 

成果を上げることができるよう、不断の検証に基づく検討を継続して実施し、教職

課程の質を自ら保証する内部質保証体制の実効性を恒常的に高めることが課題で

ある。 

 

＜根拠となる資料・データ等＞ 

・資料１－１－１：『令和４年度 大学機関別認証評価 自己点検評価書［日本高等

教育評価機構］九州女子大学』pp.６‐７、pp.34‐39 

・資料１－１－２：本 学 ホ ー ム ペ ー ジ 「 情 報 公 開 」 、

https://www.kwuc.ac.jp/assets/pdf/introduction/informat

ion/teachercomposition/info2_2_01rinen_daigaku.pdf 

・資料１－１－３：『令和３年度 学生便覧』p.３ 

 

基準項目１－２ 教職課程に関する組織的工夫  

〔現状説明〕 

 本学科の教員組織（設置基準上の専任教員）は、教授６名、准教授０名、講師

３名及び助教０名からなる合計９名で構成されているとともに、教職認定課程そ

れぞれの必要専任教員数を満たしている。 

 施設・設備等に関しては、本学科の認定課程のカリキュラムを開講するのに必

要十分な講義室や実習室等を備えている。また、図書館においては、検定教科

書、副読本、教職関係の図書及び雑誌等を配架し、学生の自学自習の便に供して

いる。 

 これらの環境のもと、教職課程に関する組織的工夫として、教育実習に向け、

全学生を対象に統一的かつ均一的な指導内容が担保できるよう、『実習の手引』

を刊行しており、内容について継続的に検証し改善を図っている。また、実習の

実施期間については、本学科として標準的な期間を設定したうえで、各実習校の

受入れ事情をふまえて個別に調整を図ることで、本学の補講期間や追再試期間と
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九州女子大学家政学部 基準領域１ 

重複しないように工夫し、学生が本学の学事日程を全うできるようにしている。 

 これら教育実習に関しては、その質的向上を図るべく、平成 28 年度以来、各

教科等の指導法や事前事後指導等の関連授業科目における当年度の取り組み実績

を検証のうえ次年度の取り組み内容を策定し、教職課程委員会で審議し全学的に

情報共有している。この全学レベルの組織的検証を通じて、学科・専攻間の垣根

を越えて共有できる取り組みや、各学科・専攻における各免許種に応じた取り組

みをさらに充実させるため、継続して組織的工夫を講じている。 

 以上の取り組みを通じ、教職課程に関する組織的な工夫を施している。 

 

〔長所・特色〕 

 本学科では、中学校や高等学校の学校現場における家庭科の指導経験及び家庭科

教育・消費者教育等の研究実績を有する教員、高等学校における校長経験を有する

教員が学生指導にあたり、事務職員との協働体制を構築している。（取組観点例①） 

 模擬授業を行うための模擬教室が整備されており、室内には黒板・電子黒板が設

置され、従来からの指導及び ICT を用いた指導のいずれも可能である。（取組観点

例③） 

 授業実施期間（半期）の中間時点において「中間アンケート」を実施し、各教員

が学生から意見聴収し、その後の授業に反映・活用している。また、授業終了時点

において、学生に「授業フィードバック・アンケート」を実施し、集約したデータ

をもとに教員が振り返りを行い、学生・他教職員へ公表・周知している。（取組観

点例④） 

 教員養成の状況については、大学ホームページ、学科ブログ、オープンキャンパ

ス、高校生参観授業日等を通じて、情報公開を行っている。（取組観点例⑤） 

 

〔取り組み上の課題〕 

 「人間生活学科としての教員養成に対する理念及び免許設置の趣旨」に照らして
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九州女子大学家政学部 基準領域１ 

成果を上げることができるよう、不断の検証に基づく検討を継続して実施し、教職

課程の質を自ら保証する内部質保証体制の実効性を恒常的に高めることが課題で

ある。 

 

＜根拠となる資料・データ等＞ 

・資料１－２－１：『教育実習の手引（中学校・高等学校編）』 

・資料１－２－２：「令和３年度 教育実習および保育実習期間について」、令和２

年度第２回教職課程委員会審議資料２ 

・資料１－２－３：「令和３年度 各学科等における教職課程運営に関する取組み

（予定）について」令和３年度第１回教職課程委員会審議資料

５及び５‐２ 
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九州女子大学家政学部 基準領域２ 

基準領域２ 学生の確保・育成・キャリア支援 

 

 

基準項目２－１ 教職を担うべき適切な学生の確保・育成 

〔現状説明〕 

 本学科においては、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー、以下「AP」

という。）を次の通り定めている。 

「 人間生活学科は卒業認定・学位授与の方針（DP）および教育課程編成・実

施の方針（CP）に基づき、安全・安心・快適な衣生活、食生活、住生活を創

造し、科学的に追求します。 

 入学者には次のような人を求めます。 

１．高等学校もしくは中等教育学校で、全ての科目の基礎となる国語・英

語と家庭科を中心とした基礎学力を身につけている。（知識・技能） 

２．より良い生活を実現するために広い視野から柔軟な思考や判断を試み

ることができる。（思考力・判断力・表現力） 

３．部活動やボランティア活動等、人や地域と積極的にかかわろうとする

意欲がある。（主体性・協働性）」 

 AP については、大学案内、入学試験要項に掲載し、受験生並びに保護者に周知す

るとともに、大学ホームページや大学ポートレート（私学版）にも掲載し、その内

容を広く学外に周知している。 

 本学科の教職課程履修者には、教職課程の正課科目を通じて、本学科の教職課程

が目指す教員像に必要となる知識・技能や資質能力を修得させるとともに、地域連

携事業の一環としての学生ボランティア事業を通じて、教員を目指す学生に教育現

場の経験を積ませ、教員としての実践的指導力を高める機会を提供している。また、

教育実習に向けた事前指導において、それまでに修得した知識・技能と実践的指導

力の統合を図るとともに、事後指導において教育実習の内容を振り返り、目指す教

員像に近づくための省察を行っている。最終的には、４年次後期に実施する「教職

実践演習」において、教員として必要な知識・技能を修得していることを確認し、
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本学科における４年間の育成結果を検証している。 

 以上の取り組みを通じ、教職を担うべき適切な人材（学生）の確保・育成を行っ

ている。 

 

〔長所・特色〕 

 AP は、大学ホームページ、大学案内、入学試験要項に掲載するとともに、オープ

ンキャンパス、大学説明会、大学見学、出前授業等の際にも説明し、周知を図って

いる。また、他の２つのポリシー（DP 及び CP［カリキュラム・ポリシー／教育課

程編成・実施の方針］）とともに、学生便覧、授業計画（シラバス）、教員ハンドブ

ック、教務ガイダンス等に掲載し、在学生や教職員への周知を図っている。 

 AP の妥当性は、毎年検証を行っている。検証の結果、AP の見直しが必要な場合

には、見直し案について、教育運営委員会の意見を徴し、評議会で審議・決定を行

っている。教職員に対しては評議会決定資料を回覧するとともに、AP を掲載して

いる各種媒体について掲載内容を更新し、周知を図っている。 

 AP に基づき、多様な入試を実施することにより、高等学校において基礎学力を

有した上で、様々な学習（資格取得含む）・活動を行ってきた学生の募集・選考を

行っている。（取組観点例①） 

 また、「履修カルテ」を活用し、学生自身の学びの振り返り及び今後の抱負を考

える機会を設け、学生の資質能力の習得状況に応じた指導を行い、本学科の教職課

程が目指す教員像に向けた育成状況を確認している。（取組観点例④） 

 

〔取り組み上の課題〕 

 「人間生活学科としての教員養成に対する理念及び免許設置の趣旨」に照らして

成果を上げることができるよう、不断の検証に基づく検討を継続して実施し、教職

課程の質を自ら保証する内部質保証体制の実効性を恒常的に高めることが課題で

ある。 
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＜根拠となる資料・データ等＞ 

・資料２－１－１：『令和３年度 学生便覧』p.４ 

・資料２－１－２：『2022 年 大学案内 九州女子大学（2022 Campus Guide）』p.20 

・資料２－１－３：『2022（令和４）年度 入学試験要項』（九州女子大学）p.３ 

・ 資 料 ２ － １ － ４ ： 本 学 ホ ー ム ペ ー ジ 「 情 報 公 開 」、

https://www.kwuc.ac.jp/assets/pdf/introduction/informat

ion/university_policy.pdf 

・資料２－１－５：大学ポートレート（私学版）「九州女子大学家政学部」、

https://up-

j.shigaku.go.jp/department/category01/00000000674201001

.html 

・資料２－１－６：授業計画（シラバス）、https://unipa.kyukyo-u.ac.jp/kwuc-

uprx/up/pk/pky001/Pky00101.xhtml 

・資料２－１－７：『令和３年度版 教員ハンドブック』p.５ 

・資料２－１－８：『令和３年度 教務ガイダンス』p.５ 

 

基準項目２－２ 教職へのキャリア支援 

〔現状説明〕 

 本学科のみならず、本学では、学生が学修目標を持ってキャリアを形成できるよ

うに、学生一人ひとりに適した就職支援を行い、社会の期待に応えられる人材を育

成している。また、本学での学生生活及び学生支援に対する満足度を高めるととも

に、本学独自の学士力の向上に努め、卒業後３年以内の離職者数の減少と就職先で

の定着度を高めることを目的としている。この目的を達成するため、教育課程内の

支援体制と、教育課程外の支援体制を構築している。 

 教育課程内の支援体制として、全学的な共通科目である「キャリアデザインⅠ」、
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「キャリアデザインⅡ」及び「キャリアデザインⅢ」を１年次から３年次にかけて

順次開講し、学生それぞれが描いている目標、進路を実現するため、体系的な指導

を行っている。１年次及び２年次には社会で活用できる汎用的能力を涵養するため

に社会人基礎力の理解と修得を目指し、共通教育センター所属の教員と各学部所属

の教員が協力して授業を行い、３年次以降は、学生各自の目標、希望進路、専門性

に基づく指導を展開し、学生自身が継続的・体系的に自身のキャリア形成を学び構

想する機会を担保している。また、教職課程科目においても、教科の指導法の科目

を中心に、教育実習や教育現場等で求められる実践的指導力を培うため、授業構想、

指導案・教材作成、模擬授業、相互・教員評価、自己評価を行い、教員採用試験対

策を念頭に置いた指導を行っている。 

 また、教育課程外の支援体制として、毎年度後期に３年次生を対象に希望進路別

に就職ガイダンスを実施するとともに、個人面談（３年次生全員）、マナー講座、

キャリアカウンセラー相談を実施し、キャリア支援を行っている。そのうえで、本

学科独自の取り組みとして、担当教員及び共同出版が委託講座として実施する教職

講座等を中心に、教員採用試験対策に向けた教育課程外の支援を行っている。 

 学生の就職活動を支援するキャリア支援課では、個人データの管理を徹底し、就

職担当の職員は相談に訪れた学生の個人データに基づき、現状を把握したうえで指

導を行っている。相談に来ない学生に対しては、本人の進路希望に従い、各担当者

がメール及び電話等の対応を行うようにしており、学科・専攻（担任・アドバイザ

ー）の協力のもと就職希望アンケートも実施しながら、個人データの充実・管理を

図っている。４年次生を対象とした支援としては、学内企業説明会や個人面談（履

歴書添削、面接指導等を含む。）等を随時行っている。 

 大学へ送付された求人情報（私立の教育機関からの求人情報を含む。）は、学生

ポータルサイト（UNIPA）に登録し、学生自身が求人情報を検索できるシステムを

運用している。学生の進路選択に関する指導については、３年次生の４月に進路登

録カード（職業安定法第 33 条の２「学校等の行う無料職業紹介事業」の規定に基
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づくもの）を提出し、10 月より３年次生全員の個人面談を行っている。その後、就

職活動の進展状況や相談情報をすべてパソコン上の個人管理システムで管理する

よう努めている。就職希望者に対しては、企業求人ファイル・求人票はもちろんの

こと、出題の傾向を受験した本人に記載してもらった受験報告書の閲覧や就職関連

の書籍等も自由に利用できる。一人ひとりの学生のニーズに応えることができるよ

う、学生の希望時間に就職相談や面接指導が受けられる支援体制を導入しており、

エントリーシートや履歴書等の作成指導も実施している。 

 また、本学学生が就職した企業や教育機関に対して、卒業生に関する満足度アン

ケートを実施している。このアンケート調査に基づき、企業や教育機関のニーズを

把握している。さらに、卒業生の状況を把握し、離職率調査も同時に行うことで、

本学の強みと弱みが明らかになり、学生支援の指導に反映させている。 

 本学における就職指導及び就職支援対策は「九州女子大学就職委員会要項」に基

づき就職委員会とキャリア支援課が行っている。キャリア支援課は、就職活動は常

にその年の動向をどのように分析し、いかに学生に伝達していくかが重要であると

考え、迅速な対応と教員との情報の共有化により、学生の進路支援を組織的に行っ

ている。 

 以上の取り組みを通じ、教職へのキャリア支援を実施している。 

 

〔長所・特色〕 

 本学科では、教職関連授業のガイダンス時に、学生の教職への意欲・希望・進捗

状況等を調査し、把握している。（取組観点例①） 

 学年担当教員及び教職担当教員が、学生個人と定期・随時の面談を実施し、一人

ひとりの個性や達成段階を、複数教員が客観的に捉えて共有することにより、組織

的なキャリア支援を行っている。（取組観点例②） 

 教員採用試験の実施内容の情報は、教職担当教員からの発信のみならず、各自治

体教育委員会及び外部講師等による説明会の開催等により、最新の情報を学生に提
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供している。（取組観点例③） 

 教員就職率向上に向け、下記のような各講座を授業内外にて実施している。（取

組観点例④） 

●教職教養・面接：≪「スキルアップ講座 D」の授業内≫学外講師による筆記試

験対策講義（10 回）、人物試験対策講義（４回） 

●専門教養・実技：≪授業外≫春季セミナー（１～４年生対象、専門教養［約 15

コマ］、調理・被服実技［約 12 コマ］） 

●一次・二次対策：≪「スキルアップ講座 E」の授業内≫被服実技（５回）、調理

実技（４回） 

≪授業外≫面接・場面指導・集団討論・小論文・模擬授業等

（４年生対象）、実技（被服・調理）（４年生）、各学生の受験

自治体に応じた個別指導春季セミナー（１～４年生希望者参

加） 

 キャリア支援充実のため、毎年、オープンキャンパス（５回開催のうち３回程度）

において、教員採用試験を受験した４年生による「教員になるために」の発表を行

い、３年生がそれを参観することにより、下級生の意識向上・意欲喚起を図ってい

る。（取組観点例⑤） 

 上記と同様の教育効果の観点から、10 月の学科行事（家政学研究会）において、

教員採用試験合格４年生による合格体験談発表の機会を設け、下級生のさらなる意

識向上・意欲喚起及び具体的な学習計画設定を図っている。（取組観点例⑤） 

 入学時から、地域と連携した問題解決型学修及び各授業における協働学修・発表

の機会を多く設け、調査・資料作成・発表等に必要な知識・スキルを多様な経験を

通じて身に付けられるよう努めている。（取組観点例⑤） 

 これら教員採用試験対策に関しては、合格実績の向上を図るべく、平成 28 年度

以来、各教科等における教員採用試験に関する当年度の取り組み実績を検証のうえ

次年度の取り組み内容を策定し、教職課程委員会で審議し全学的に情報共有してい
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る。この組織的検証を通じて、優れた取り組みについては、複数の学科・専攻等で

の実施や免許種ごとに実施する等、学科・専攻間の垣根を越え大学全体として取り

組むことができるよう、継続的に検討を行っている。 

 

〔取り組み上の課題〕 

 「人間生活学科としての教員養成に対する理念及び免許設置の趣旨」に照らして

成果を上げることができるよう、不断の検証に基づく検討を継続して実施し、教職

課程の質を自ら保証する内部質保証体制の実効性を恒常的に高めることが課題で

ある。 

 

＜根拠となる資料・データ等＞ 

・資料２－２－１：『令和４年度 大学機関別認証評価 自己点検評価書［日本高等

教育評価機構］九州女子大学』pp.21‐22 

・資料２－２－２：「令和３年度 各学科等における教職課程運営に関する取組み

（予定）について」令和３年度第１回教職課程委員会審議資料

５及び５‐１ 
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基準領域３ 適切な教職課程カリキュラム 

  
基準項目 ３－１ 教職課程カリキュラムの編成・実施 

 

〔現状説明〕 

 本学科においては、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー、以下

「CP」という。）を次の通り定めている。 

「 人間生活学科では、卒業認定・学位授与の方針（DP）に掲げる目標を達成

するために、総合共通科目、専門教育科目を体系的に編成し、科目を配置し

ます。 

 教育内容、教育方法、教育評価については以下のように方針を定めます。 

・教育内容 

１．キャリア教育科目を含めた総合共通科目を配置し、人間の生活を科

学的に解明するために必要な衣・食・住・生活経営・情報等に関す

る専門的知識と技術を学べるように科目を配置する。 

２．専門教育科目は、「基幹」、「家庭科教員」、「インテリアデザイン」、

「ライフデザイン」の４領域で構成し、基礎的内容から応用・発展

的内容まで体系的に学べるように科目を配置する。 

３．専門的な知識と技術をより深く理解するための実験・実習・演習を

充実させる。 

・教育方法 

１．主体的な学びの力を高めるためにアクティブ・ラーニングを取り入

れた教育方法を実施する。 

２．実験・実習・演習においてはグループ学習を取り入れ、協調性を身

につけるとともに、課題解決能力を育成する。 

３．卒業研究は、身につけた知識・論理的思考力・分析力を活用し、自

らの選んだ研究の成果が実を結ぶようにきめ細やかな個別指導を

実施する。 
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・教育評価 

１．各授業は、シラバスによってその内容と位置づけを明確にし、成績

評価基準に基づき単位を付与する。 

２．２年生終了時には、それまでの専門教育科目の必修科目の一定以上

の修得を課すこととする。 

３．４年間の学修成果は、卒業研究（必修）によって、総合的に評価す

る。」 

 これらの方針に基づき編成された教職課程カリキュラムは、カリキュラムフロー

チャート、カリキュラムツリー、マッピング表及び履修モデルとして可視化し、大

学ホームページに掲載するとともに、教職課程の履修指導に際しては、履修モデル

を活用して指導を行っている。 

 以上の取り組みを通じ、教職課程カリキュラムを編成し、実施している。 

 

〔長所・特色〕 

 建学の精神を具現化するには、人の話を傾聴し情報を適切に取捨選択する「理解

力」、良識をもって自身の頭で考え適切な解を導き出す「判断力」、それを周囲に配

慮しつつ責任をもって遂行する「表現力・行動力」を要する。これらの力の育成・

向上を目指し、本学科における教育活動全体を通じて、省察・改善できる指導を細

やかに行っている。（取組観点例①） 

 教職課程コアカリキュラムや教員育成指標を確認し、それらをふまえた実践的な

指導を「家庭科教育法Ⅰ～Ⅳ」、「教育実習事前事後指導」、「教職実践演習（中等）」

等の授業に取り入れ、指導を行っている。（取組観点例②③） 

 「家庭科教育法Ⅲ・Ⅳ」、教育実習に向けた事前指導の模擬授業において、実践

的指導力を培うための授業構想、指導案・教材作成、模擬授業、相互・教員評価、

自己評価を行っている。模擬授業は、教育実習までに「板書」「アクティブ・ラー

ニング」「ICT 活用」「総合的な学習（探究）の時間との連携」をテーマに各自４回
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実施している。（取組観点例④⑤） 

 また、シラバスにおいて、学修内容・評価方法を明示している。（取組観点例⑥） 

 教育実習前・中・後の各時点において、自信のあること、できるようになったこ

と・まだできないこと（課題）等を意識させることで、学生自らが省察・目標設定

を行える力の育成を目指している。（取組観点例⑦） 

 これらの指導に際しては「履修カルテ」を用い、各学生の状況を把握し、細やか

な指導に活用している。（取組観点例⑦） 

 

〔取り組み上の課題〕 

 「人間生活学科としての教員養成に対する理念及び免許設置の趣旨」に照らして

成果を上げることができるよう、不断の検証に基づく検討を継続して実施し、教職

課程の質を自ら保証する内部質保証体制の実効性を恒常的に高めることが課題で

ある。 

 

＜根拠となる資料・データ等＞ 

・資料３－１－１：『令和３年度 学生便覧』p.３ 

・ 資 料 ３ － １ － ２ ： 本 学 ホ ー ム ペ ー ジ 「 情 報 公 開 」、

https://www.kwuc.ac.jp/assets/pdf/introduction/informat

ion/university_policy.pdf 

 

基準項目  ３－２ 実践的指導力育成と地域との連携 

〔現状説明〕 

 本学は、「地域に根差した実践教育を展開する大学」として、教育・研究を地域

社会の発展に資することを目的として、平成 27（2015）年６月に地域教育実践研究

センター（以下「センター」という。）を九州女子短期大学と共同で設置した。セ

ンターでは、①学生の質保証の強化、②大学の教育・研究機能の活用、及び、③地

域社会との共生、以上３つの柱を中心に地域連携事業を展開している。センターの
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適正な管理運営を図るため、センター所長、センター副所長、教務部長、学生部長、

事務局長、大学・短大の各学部等から学長が推薦する教育職員等で組織するセンタ

ー運営委員会を設置し、この委員会において審議・報告のうえ、地域連携事業を推

進している。 

 地域連携事業の一環として学生ボランティア事業を実施しており、教員を目指す

学生に教育現場の経験を積ませるため、ボランティアとして学生を派遣している。

参加した学生は、派遣先の教育現場において、学習サポーターとして子どもたちへ

の指導のサポート等の活動を行っており、これらの活動を通じて経験を積み重ねる

中で、教員に求められる実践的指導力を高めることを目的とした取り組みである。 

 以上の取り組みを通じ、地域との連携のもと、実践的指導力の育成を図っている。 

 

〔長所・特色〕 

 基準項目３－１の〔長所・特色〕で記載した通り、授業内における教科指導の実

践的指導力の向上、及び、学び続ける教員となるための素地の育成を図っている。

また、生徒指導・学級経営に必要な知識・資質の涵養とともに、それらにも関連す

る円滑な人間関係醸成に必要な教育相談の手法等を「教職実践演習（中等）」に取

り入れている。（取組観点例②） 

 地域との連携活動は、新型コロナウィルス感染拡大の影響により、近年は中止と

なったものも多かったが、徐々に復活しつつある。具体的には、授業（「ゼミナー

ルⅡ」及び「地域生活学演習」）の中で、ボランティア等、学外活動・地域活動を

実施し、報告書の提出、発表会の実施を行っている。（取組観点例③④） 

 また、教育委員会からの講師派遣により、採用試験の概要説明及び各自治体の求

める教師像の話を聴く機会を設け、教員の職務内容・責務・やりがい・使命・待遇

等を理解するとともに、自身のすべきことを自覚し、希望をもって教職に就けるよ

う、段階的な資質能力向上に努めている。（取組観点例④） 
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〔取り組み上の課題〕 

 「人間生活学科としての教員養成に対する理念及び免許設置の趣旨」に照らして

成果を上げることができるよう、不断の検証に基づく検討を継続して実施し、教職

課程の質を自ら保証する内部質保証体制の実効性を恒常的に高めることが課題で

ある。 

 

＜根拠となる資料・データ等＞ 

・資料３－２－１：『令和４年度 大学機関別認証評価 自己点検評価書［日本高等

教育評価機構］九州女子大学』pp.86‐87 
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Ⅱ 基準領域ごとの教職課程自己点検評価  

 

基準領域１ 教職課程に関わる教職員の共通理解に基づく協働的な取り組み 

 

基準項目１－１ 教職課程教育の目的・目標の共有 

〔現状説明〕 

 九州女子大学学則第１条において、九州女子大学の目的を以下の通り定めている。 

「 本学は、教育基本法に則り学校教育法の定めるところにより広く知識を授

けると共に、深く専門の学術を教授研究し、応用的能力展開と人格の完成に

努め、我が国の文化の高揚発達に貢献する高い知性と豊かな情操を有する女

性の育成を目的とする。」 

 これを受け、九州女子大学学則第３条の２において、家政学部の人材養成及び教

育研究上の目的を次のように定めている。 

「 家政学部は、学是「自律処行」の理念に立脚し、共生・健康・福祉の視点

から、教育・研究を行い、各専門分野の知識・技術と幅広い教養を身につけ、

社会に貢献できる豊かな人間性と倫理性を備えた人材を養成するため、学科

の教育目標を次のとおりとする。」 

 これをふまえ、同条において、家政学部栄養学科（以下、引用文を除き「本学科」

という。）の教育目標を次の通り定めている。 

「 栄養学科は、食と栄養に関する高度な専門性と広い視野を備え、人々の健

康と福祉に貢献できる人間性豊かな管理栄養士の育成を目的とする。」 

 これらの目的及び教育目標のもと、「大学としての教員養成に対する理念」とし

て、「「自律処行」に基づく総合的な人間力、教職への意欲や使命感、並びに学習指

導能力及び生活指導能力を備えた教員を養成することを目指す。」とし、「家政学部

としての教員養成に対する理念」を以下のように定めている。 

「 家政学部では、学是「自律処行」の理念に立脚し、共生・健康・福祉の視
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点から教育・研究を行い、各専門分野の知識・技術と幅広い教養を身につけ、

社会に貢献できる豊かな人間性と倫理性を備えた人材を養成することを目

的としている。この目的のもと、本学における教員養成の理念を具現化する

ため、共生・健康・福祉の視点から、衣・食・住に関わる家庭科教育領域並

びに食育領域の教職課程を置く。」 

 これらをふまえ、「栄養学科としての教員養成に対する理念及び免許設置の趣旨」

を、以下の通り定めている。 

「 栄養学科では、食と栄養に関する高度な専門性と広い視野を備え、人々の

健康と福祉に貢献できる人間性豊かな管理栄養士を育成することを教育目

標としている。 

 栄養学科においてはこの教育理念、並びに本学における教員養成の理念に

基づいて、「人間の栄養に強い、食と調理に強い、栄養管理に強い、実践力と

人間力に優れた」管理栄養士であることを基盤としつつ、その専門性に基づ

いて次世代を担う子どもに将来にわたって健全な食生活を実践させていく

ための「食に関する指導」ができる栄養教諭を養成する。」 

 これらに基づき、本学科においては、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・

ポリシー、以下「DP」という。）を次の通り定めている。 

「 栄養学科では、管理栄養士に求められる知識・技能・社会のルールに従っ

た態度等を修得し、自らの考えを組み立てることで、課題を発見し、解決に

向けた方策を立案し実行することを目指します。 

 この基本理念のもとに、以下の基準を満たした学生に卒業を認定し、学位

を授与します。 

・知識・理解 

 管理栄養士として相応しい教養を身につけ、専門領域の知識、技術を

修得し、理解している。 

・汎用的技能 
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１．管理栄養士としてのコミュニケーション・スキルとホスピタリティ

を身につけている。 

２．食と栄養の課題に取り組むための課題発見、論理的思考力及び課題

解決力を有している。 

・態度・志向性 

 自らを律し、自己の良心や社会のルールに従って行動し、協調性を持

って、人々の健康と福祉に貢献することができる。」 

 本学科の教育目標及び DP については、学内への明示・周知のために「学生便覧」

に掲載し、学外へは、大学ホームページに掲載し広く公開するとともに、年度初め

のオリエンテーション等を通じて、本学科の教職課程が目指す教員像に必要となる

資質能力を具体的に説明している。 

 以上の取り組みを通じ、教職課程教育の目的・目標の共有を図っている。 

 

〔長所・特色〕 

 年度初めのオリエンテーション等において、栄養教諭一種免許取得の前提条件と

して、管理栄養士資格の取得が必要であることを説明し、教員としての資質能力に

加え、管理栄養士としての高い専門性をあわせ持つ栄養教諭は、学校給食法に基づ

き、食に関する指導及び給食の管理を行う教育職員であることを説明している。 

 そのうえで、「「人間の栄養に強い、食と調理に強い、栄養管理に強い、実践力と

人間力に優れた」管理栄養士であることを基盤としつつ、その専門性に基づいて次

世代を担う子どもに将来にわたって健全な食生活を実践させていくための「食に関

する指導」ができる栄養教諭」という、本学科の教職課程が目指す教員像を説明し、

本学科の教職課程教育の目的・目標について、教職課程を履修する学生と共有して

いる。 

 

〔取り組み上の課題〕 
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 「栄養学科としての教員養成に対する理念及び免許設置の趣旨」に照らして成果

を上げることができるよう、不断の検証に基づく検討を継続して実施し、教職課程

の質を自ら保証する内部質保証体制の実効性を恒常的に高めることが課題である。 

 

＜根拠となる資料・データ等＞ 

・資料１－１－１：『令和４年度 大学機関別認証評価 自己点検評価書［日本高等

教育評価機構］九州女子大学』pp.６‐７、pp.34‐39 

・資料１－１－２：本 学 ホ ー ム ペ ー ジ 「 情 報 公 開 」 、

https://www.kwuc.ac.jp/assets/pdf/introduction/informat

ion/teachercomposition/info2_2_01rinen_daigaku.pdf 

・資料１－１－３：『令和３年度 学生便覧』p.５ 

 

基準項目１－２ 教職課程に関する組織的工夫  

〔現状説明〕 

 本学科の教員組織（設置基準上の専任教員）は、教授７名、准教授３名、講師

３名及び助教０名からなる合計 13 名で構成されているとともに、教職認定課程

の必要専任教員数を満たしている。 

 施設・設備等に関しては、本学科の認定課程のカリキュラムを開講するのに必

要十分な講義室や実習室等を備えている。また、図書館においては、検定教科

書、副読本、教職関係の図書及び雑誌等を配架し、学生の自学自習の便に供して

いる。 

 これらの環境のもと、教職課程に関する組織的工夫として、栄養教育実習に向

け、全学生を対象に統一的かつ均一的な指導内容が担保できるよう、『実習の手

引』を刊行しており、内容について継続的に検証し改善を図っている。また、実

習の実施期間については、本学科として標準的な期間を設定したうえで、各実習

校の受入れ事情をふまえて個別に調整を図ることで、本学の補講期間や追再試期
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間と重複しないように工夫し、学生が本学の学事日程を全うできるようにしてい

る。 

 これら栄養教育実習に関しては、その質的向上を図るべく、平成 28 年度以

来、各教科等の指導法や事前事後指導等の関連授業科目における当年度の取り組

み実績を検証のうえ次年度の取り組み内容を策定し、教職課程委員会で審議し全

学的に情報共有している。この全学レベルの組織的検証を通じて、学科・専攻間

の垣根を越えて共有できる取り組みや、各学科・専攻における各免許種に応じた

取り組みをさらに充実させるため、継続して組織的工夫を講じている。 

 以上の取り組みを通じ、教職課程に関する組織的な工夫を施している。 

 

〔長所・特色〕 

 管理栄養士国家試験受験資格の取得（＝卒業に要する単位の修得）と同時に、栄

養教諭一種免許状取得に必要となる単位を修得するためには、入学時より計画性を

もって取り組む必要があることについて、年度初めのオリエンテーション等の機会

を利用して説明している。 

 また、管理栄養士国家試験受験資格の取得に必修である「臨地実習Ⅰ～Ⅲ」と教

職課程科目である「栄養教育実習」について、計画的に取り組む必要があることを

説明している。 

 

〔取り組み上の課題〕 

 「栄養学科としての教員養成に対する理念及び免許設置の趣旨」に照らして成果

を上げることができるよう、不断の検証に基づく検討を継続して実施し、教職課程

の質を自ら保証する内部質保証体制の実効性を恒常的に高めることが課題である。 

 

＜根拠となる資料・データ等＞ 

・資料１－２－１：『教育実習の手引（中学校・高等学校編）』 
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・資料１－２－２：「令和３年度 教育実習および保育実習期間について」、令和２

年度第２回教職課程委員会審議資料２ 

・資料１－２－３：「令和３年度 各学科等における教職課程運営に関する取組み

（予定）について」令和３年度第１回教職課程委員会審議資料

５及び５‐２ 
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基準領域２ 学生の確保・育成・キャリア支援 

 

 

基準項目２－１ 教職を担うべき適切な学生の確保・育成 

〔現状説明〕 

 本学科においては、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー、以下「AP」

という。）を次の通り定めている。 

「 栄養学科は卒業認定・学位授与の方針（DP）および教育課程編成・実施の

方針（CP）に基づき、食と栄養に関する高度な専門性を追求します。 

 入学者には次のような人を求めます。 

１．高等学校もしくは中等教育学校で、食品と栄養素や人体の構造と機能、

疾病などの理解に必要な基礎学力を身につけている。（知識・技能） 

２．食と栄養、健康、医療、福祉について関心を持ち、論理的思考力、課

題解決力を有する管理栄養士として働く意欲がある。（思考力・判断

力・表現力） 

３．主体性をもって行動し、他の者との協調性を発揮できる。（主体性・

協働性）」 

 AP については、大学案内、入学試験要項に掲載し、受験生並びに保護者に周知す

るとともに、大学ホームページや大学ポートレート（私学版）にも掲載し、その内

容を広く学外に周知している。 

 本学科の教職課程履修者には、教職課程の正課科目を通じて、本学科の教職課程

が目指す教員像に必要となる知識・技能や資質能力を修得させるとともに、地域連

携事業の一環としての学生ボランティア事業を通じて、教員を目指す学生に教育現

場の経験を積ませ、教員としての実践的指導力を高める機会を提供している。また、

栄養教育実習に向けた事前指導において、それまでに修得した知識・技能と実践的

指導力の統合を図るとともに、事後指導において栄養教育実習の内容を振り返り、

目指す教員像に近づくための省察を行っている。最終的には、４年次後期に実施す

る「教職実践演習」において、教員として必要な知識・技能を修得していることを
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確認し、本学科における４年間の育成結果を検証している。 

 以上の取り組みを通じ、教職を担うべき適切な人材（学生）の確保・育成を行っ

ている。 

 

〔長所・特色〕 

 AP は、大学ホームページ、大学案内、入学試験要項に掲載するとともに、オープ

ンキャンパス、大学説明会、大学見学、出前授業等の際にも説明し、周知を図って

いる。また、他の２つのポリシー（DP 及び CP［カリキュラム・ポリシー／教育課

程編成・実施の方針］）とともに、学生便覧、授業計画（シラバス）、教員ハンドブ

ック、教務ガイダンス等に掲載し、在学生や教職員への周知を図っている。 

 AP の妥当性は、毎年検証を行っている。検証の結果、AP の見直しが必要な場合

には、見直し案について、教育運営委員会の意見を徴し、評議会で審議・決定を行

っている。教職員に対しては評議会決定資料を回覧するとともに、AP を掲載して

いる各種媒体について掲載内容を更新し、周知を図っている。 

 本学科の教職課程が目指す教員像への育成に向けては、入学時のオリエンテーシ

ョン等において、栄養教諭一種免許状取得の方法を説明のうえ、計画的な履修によ

る単位修得が必要であることを説明し、４年間を見据えた育成に努めている。 

 栄養教諭一種免許状の取得には、卒業に要する単位の修得（＝管理栄養士国家試

験受験資格の取得）が前提となるため、学生に対しては、①教職課程科目の計画的

な履修の必要性、及び、②教育実習に向けた心構えや取り組みの重要性を中心に説

明することを通じ、学生に４年間の積み重ねを意識付け、栄養教諭の育成を図って

いる。 

 

〔取り組み上の課題〕 

 「栄養学科としての教員養成に対する理念及び免許設置の趣旨」に照らして成果

を上げることができるよう、不断の検証に基づく検討を継続して実施し、教職課程
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の質を自ら保証する内部質保証体制の実効性を恒常的に高めることが課題である。 

 

＜根拠となる資料・データ等＞ 

・資料２－１－１：『令和３年度 学生便覧』p.６ 

・資料２－１－２：『2022 年 大学案内 九州女子大学（2022 Campus Guide）』p.20 

・資料２－１－３：『2022（令和４）年度 入学試験要項』（九州女子大学）p.３ 

・ 資 料 ２ － １ － ４ ： 本 学 ホ ー ム ペ ー ジ 「 情 報 公 開 」、

https://www.kwuc.ac.jp/assets/pdf/introduction/informat

ion/university_policy.pdf 

・資料２－１－５：大学ポートレート（私学版）「九州女子大学家政学部」、

https://up-

j.shigaku.go.jp/department/category01/00000000674201001

.html 

・資料２－１－６：授業計画（シラバス）、https://unipa.kyukyo-u.ac.jp/kwuc-

uprx/up/pk/pky001/Pky00101.xhtml 

・資料２－１－７：『令和３年度版 教員ハンドブック』p.６ 

・資料２－１－８：『令和３年度 教務ガイダンス』p.７ 

 

基準項目２－２ 教職へのキャリア支援 

〔現状説明〕 

 本学科のみならず、本学では、学生が学修目標を持ってキャリアを形成できるよ

うに、学生一人ひとりに適した就職支援を行い、社会の期待に応えられる人材を育

成している。また、本学での学生生活及び学生支援に対する満足度を高めるととも

に、本学独自の学士力の向上に努め、卒業後３年以内の離職者数の減少と就職先で

の定着度を高めることを目的としている。この目的を達成するため、教育課程内の

支援体制と、教育課程外の支援体制を構築している。 
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 教育課程内の支援体制として、全学的な共通科目である「キャリアデザインⅠ」、

「キャリアデザインⅡ」及び「キャリアデザインⅢ」を１年次から３年次にかけて

順次開講し、学生それぞれが描いている目標、進路を実現するため、体系的な指導

を行っている。１年次及び２年次には社会で活用できる汎用的能力を涵養するため

に社会人基礎力の理解と修得を目指し、共通教育センター所属の教員と各学部所属

の教員が協力して授業を行い、３年次以降は、学生各自の目標、希望進路、専門性

に基づく指導を展開し、学生自身が継続的・体系的に自身のキャリア形成を学び構

想する機会を担保している。また、教職課程科目においても、栄養教育実習や教育

現場等で求められる実践的指導力を培うため、授業構想、指導案・教材作成、模擬

授業、相互・教員評価、自己評価を行い、教員採用試験対策を念頭に置いた指導を

行っている。 

 また、教育課程外の支援体制として、毎年度後期に３年次生を対象に希望進路別

に就職ガイダンスを実施するとともに、個人面談（３年次生全員）、マナー講座、

キャリアカウンセラー相談を実施し、キャリア支援を行っている。そのうえで、本

学科独自の取り組みとして、担当教員及び共同出版が委託講座として実施する教職

講座等を中心に、教員採用試験対策に向けた教育課程外の支援を行っている。 

 学生の就職活動を支援するキャリア支援課では、個人データの管理を徹底し、就

職担当の職員は相談に訪れた学生の個人データに基づき、現状を把握したうえで指

導を行っている。相談に来ない学生に対しては、本人の進路希望に従い、各担当者

がメール及び電話等の対応を行うようにしており、学科・専攻（担任・アドバイザ

ー）の協力のもと就職希望アンケートも実施しながら、個人データの充実・管理を

図っている。４年次生を対象とした支援としては、学内企業説明会や個人面談（履

歴書添削、面接指導等を含む。）等を随時行っている。 

 大学へ送付された求人情報（私立の教育機関からの求人情報を含む。）は、学生

ポータルサイト（UNIPA）に登録し、学生自身が求人情報を検索できるシステムを

運用している。学生の進路選択に関する指導については、３年次生の４月に進路登
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録カード（職業安定法第 33 条の２「学校等の行う無料職業紹介事業」の規定に基

づくもの）を提出し、10 月より３年次生全員の個人面談を行っている。その後、就

職活動の進展状況や相談情報をすべてパソコン上の個人管理システムで管理する

よう努めている。就職希望者に対しては、企業求人ファイル・求人票はもちろんの

こと、出題の傾向を受験した本人に記載してもらった受験報告書の閲覧や就職関連

の書籍等も自由に利用できる。一人ひとりの学生のニーズに応えることができるよ

う、学生の希望時間に就職相談や面接指導が受けられる支援体制を導入しており、

エントリーシートや履歴書等の作成指導も実施している。 

 また、本学学生が就職した企業や教育機関に対して、卒業生に関する満足度アン

ケートを実施している。このアンケート調査に基づき、企業や教育機関のニーズを

把握している。さらに、卒業生の状況を把握し、離職率調査も同時に行うことで、

本学の強みと弱みが明らかになり、学生支援の指導に反映させている。 

 本学における就職指導及び就職支援対策は「九州女子大学就職委員会要項」に基

づき就職委員会とキャリア支援課が行っている。キャリア支援課は、就職活動は常

にその年の動向をどのように分析し、いかに学生に伝達していくかが重要であると

考え、迅速な対応と教員との情報の共有化により、学生の進路支援を組織的に行っ

ている。 

 以上の取り組みを通じ、教職へのキャリア支援を実施している。 

 

〔長所・特色〕 

 本学科における教員採用試験に向けた対策は、３・４年次生に対する福岡市の昨

年度の試験問題の配布、３・４年次生に対する教員採用試験に向けた学習方法等の

助言、受験希望者に対する個別の面接指導（メールや電話での指導を含む。）、受験

希望者に対するグループ指導（教科過去問）等を行っている。 

 これら教員採用試験対策に関しては、合格実績の向上を図るべく、平成 28 年度

以来、各教科等における教員採用試験に関する当年度の取り組み実績を検証のうえ
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次年度の取り組み内容を策定し、教職課程委員会で審議し全学的に情報共有してい

る。この組織的検証を通じて、優れた取り組みについては、複数の学科・専攻等で

の実施や免許種ごとに実施する等、学科・専攻間の垣根を越え大学全体として取り

組むことができるよう、継続的に検討を行っている。 

 

〔取り組み上の課題〕 

 「栄養学科としての教員養成に対する理念及び免許設置の趣旨」に照らして成果

を上げることができるよう、不断の検証に基づく検討を継続して実施し、教職課程

の質を自ら保証する内部質保証体制の実効性を恒常的に高めることが課題である。 

 

＜根拠となる資料・データ等＞ 

・資料２－２－１：『令和４年度 大学機関別認証評価 自己点検評価書［日本高等

教育評価機構］九州女子大学』pp.21‐22 

・資料２－２－２：「令和３年度 各学科等における教職課程運営に関する取組み

（予定）について」令和３年度第１回教職課程委員会審議資料

５及び５‐１ 
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基準領域３ 適切な教職課程カリキュラム 

  
基準項目 ３－１ 教職課程カリキュラムの編成・実施 

 

〔現状説明〕 

 本学科においては、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー、以下

「CP」という。）を次の通り定めている。 

「 栄養学科では、卒業認定・学位授与の方針（DP）に掲げる目標を達成する

ために、総合共通科目、専門教育科目を体系的に編成し、科目を配置します。 

 教育内容、教育方法、教育評価については以下のように方針を定めます。 

・教育内容 

１．キャリア教育科目を含めた総合共通科目を配置し、管理栄養士とし

て必要な食と栄養および健康・福祉に関する専門的な知識と技術を

体系的に学べるように科目を配置する。 

２．専門基礎分野として「社会・環境と健康」、「人体の構造と機能及び

疾病の成り立ち」、「食べ物と健康」の領域の科目を配置する。 

３．専門分野として「基礎栄養学」、「応用栄養学」、「栄養教育論」、「臨

床栄養学」、「公衆栄養学」、「給食経営管理論」の領域の科目を配置

する。 

４．専門的な知識と技術をより深く理解するための実験・実習を充実さ

せる。 

・教育方法 

１．管理栄養士国家試験受験資格取得を目指して外部模擬試験や e-ラ

ーニングを導入し、きめ細やかな個別指導を行うなど、徹底した管

理栄養士養成教育を実施する。 

２．実験・実習・演習においてはグループ学習を取り入れ、協調性を身

につけるとともに、問題解決能力を育成する。 

３．臨地実習は、実践活動の場での問題発見、解決を通して専門知識と

33



九州女子大学家政学部 基準領域３ 

技術の統合を図り、管理栄養士としての実践能力を身につける。 

・教育評価 

１．各授業は、シラバスによってその内容と位置づけを明確にし、成績

評価基準に基づき単位を付与する。 

２．２年生および３年生終了時には、それまでの専門教育科目の必修科

目の一定以上の修得を課すこととする。 

３．４年間の学修成果は、管理栄養士総合演習（必修）によって、総合

的に評価する。」 

 これらの方針に基づき編成された教職課程カリキュラムは、カリキュラムフロー

チャート、カリキュラムツリー、マッピング表及び履修モデルとして可視化し、大

学ホームページに掲載するとともに、教職課程の履修指導に際しては、履修モデル

を活用して指導を行っている。 

 以上の取り組みを通じ、教職課程カリキュラムを編成し、実施している。 

 

〔長所・特色〕 

 本学科では、管理栄養士国家試験受験資格の取得に必要となる専門教育科目と教

職課程科目との同時履修が可能である。そのため、３～４年次に栄養教育実習に加

え管理栄養士の臨地実習が行われるため、実習期間を調整して実施している。また、

このことに伴い、１～２年次に計画性をもって教職課程科目を履修すべく、個別の

履修指導を行っている。 

 栄養教育実習に向けては、教職課程科目の「事前事後指導（栄養教諭）」におい

て、これまで教職課程科目で学んできたことをふまえて教育実習の意義と手順及び

注意すべき事項を指導するとともに、指導模擬授業及び教育実習査定授業の指導を

行っている。また、事後指導として、実習の内容を振り返り、査定授業及び教育実

習全体について自己評価と反省、考察を実施し、本学科の教職課程が目指す教員像

に近づくための省察を行っている。 
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 これら教職課程カリキュラムの運営の一環として、本学科卒業生を主たる対象に、

栄養教諭一種免許状取得のための科目等履修生の受け入れるとともに、他大学等の

卒業者等を編入生として受け入れている。 

 

〔取り組み上の課題〕 

 「栄養学科としての教員養成に対する理念及び免許設置の趣旨」に照らして成果

を上げることができるよう、不断の検証に基づく検討を継続して実施し、教職課程

の質を自ら保証する内部質保証体制の実効性を恒常的に高めることが課題である。 

 

＜根拠となる資料・データ等＞ 

・資料３－１－１：『令和３年度 学生便覧』p.５ 

・ 資 料 ３ － １ － ２ ： 本 学 ホ ー ム ペ ー ジ 「 情 報 公 開 」、

https://www.kwuc.ac.jp/assets/pdf/introduction/informat

ion/university_policy.pdf 

 

基準項目  ３－２ 実践的指導力育成と地域との連携 

〔現状説明〕 

 本学は、「地域に根差した実践教育を展開する大学」として、教育・研究を地域

社会の発展に資することを目的として、平成 27（2015）年６月に地域教育実践研究

センター（以下「センター」という。）を九州女子短期大学と共同で設置した。セ

ンターでは、①学生の質保証の強化、②大学の教育・研究機能の活用、及び、③地

域社会との共生、以上３つの柱を中心に地域連携事業を展開している。センターの

適正な管理運営を図るため、センター所長、センター副所長、教務部長、学生部長、

事務局長、大学・短大の各学部等から学長が推薦する教育職員等で組織するセンタ

ー運営委員会を設置し、この委員会において審議・報告のうえ、地域連携事業を推

進している。 

 地域連携事業の一環として学生ボランティア事業を実施しており、教員を目指す
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学生に教育現場の経験を積ませるため、ボランティアとして学生を派遣している。

参加した学生は、派遣先の教育現場において、学習サポーターとして子どもたちへ

の指導のサポート等の活動を行っており、これらの活動を通じて経験を積み重ねる

中で、教員に求められる実践的指導力を高めることを目的とした取り組みである。 

 以上の取り組みを通じ、地域との連携のもと、実践的指導力の育成を図っている。 

 

〔長所・特色〕 

 実践的指導力育成に向けた本学科の取り組みは、授業における栄養教育の実践指

導（個別及びグループ指導）、模擬授業による実践指導、栄養教育実習の事前・事

後指導を中心に実施している。また、地域の栄養教諭や本学科卒業生の栄養教諭に

よる出張講義における講話も、具体的実践例が豊富に含まれているため、学生の実

践的指導力に育成に寄与している。 

 そのほかに、地域連携事業における学生ボランティア事業の一環として、教職課

程の履修学生を近隣の小学校等へ派遣しており、子どもたちへの指導のサポート活

動等への従事を通じて、教員として求められる実践的指導力の育成を図っている。 

 

〔取り組み上の課題〕 

 「栄養学科としての教員養成に対する理念及び免許設置の趣旨」に照らして成果

を上げることができるよう、不断の検証に基づく検討を継続して実施し、教職課程

の質を自ら保証する内部質保証体制の実効性を恒常的に高めることが課題である。 

 

＜根拠となる資料・データ等＞ 

・資料３－２－１：『令和４年度 大学機関別認証評価 自己点検評価書［日本高等

教育評価機構］九州女子大学』pp.86‐87 
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Ⅲ．総合評価  

 九州女子大学家政学部においては、教職課程を実施するためのカリキ

ュラムや教員組織、施設及び設備等に係る令和３年度の状況について、

令和４年度に自己点検評価した。その結果、自己点検評価の３つの基準

領域における６つの基準項目について、家政学部を構成する人間生活学

科及び栄養学科の教職課程において、いずれも適切に運営されているこ

とが確認され、それぞれの教職課程が円滑かつ効果的に実施されてお

り、教員養成の目標を達成していることを確認した。 

 自己点検評価の過程では、３つの基準領域における６つの基準項目に

おいて、いずれの専攻も長所・特色として特長的な取り組み内容が挙げ

られており、これらの優れた取り組み内容については、今後も継続して

取り組むこととする。また、取り組み上の課題として挙げられた内容に

ついては、不断の検証に基づく検討を継続して実施し、改善を図る必要

がある。 

 これらの今後の取り組みを通じて、教職課程に係る内部質保証体制の

実効性を恒常的に高め、引き続き、教員養成の目標を確実に達成できる

よう、組織的検証を行っていくこととする。 

 

Ⅳ 「教職課程自己点検評価報告書」作成プロセス 

 令和４年度第３回九州女子大学・九州女子短期大学合同教職課程委員

会（令和４年 10 月 27 日開催）において、「教職課程に係る自己点検評

価の実施に向けた基本方針、および、「令和４年度教職課程自己点検評

価報告書」の作成に向けた日程等について」が審議のうえ承認され、令

和４年度第 13 回評議会（令和４年 10 月 27 日開催）において審議のう

え最終決定した。 

 この「教職課程に係る自己点検評価の実施に向けた基本方針」に基づ

き、自己点検評価の実施単位である各学科等が、６つの基準項目に係る
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取り組みについて、それぞれの学科等の情報を取りまとめるとともに、

両委員会の事務局である教務課が、各学科等で取りまとめた情報をもと

に、特に学科等を横断する大学全体のレベルにおける取り組みについ

て、情報を追加収集した。 

 これら教職協働で収集した情報をもとに、両委員会の事務局が「令和

４年度教職課程自己点検評価報告書」の原案として取りまとめ、両委員

会における審議・承認のうえ評議会に付議し、評議会における最終的な

機関決定を図り、大学ホームページ上で公表するものである。 
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Ⅴ 現況基礎データ一覧              令和４年５月１日現在 

 

法人名 

学校法人福原学園 

大学・学部名 

九州女子大学家政学部 

学科・コース名（必要な場合） 

人間生活学科 

1 卒業者数、教員免許状取得者数、教員就職者数等                 

①  昨年度卒業者数 43 

②  ①のうち、就職者数 

（企業、公務員等を含む） 

41 

③  ①のうち、教員免許状取得者の実数 

（複数免許状取得者も 1 と数える） 

17 

④  ②のうち、教職に就いた者の数 

（正規採用＋臨時的任用の合計数） 

12 

④のうち、正規採用者数 ７ 

④のうち、臨時的任用者数 ５ 

２ 教員組織 
   

 教授 准教授 講師 助教 その他（      ） 

教員数 ６ ０ ３ ０ ０ 

相談員・支援員など専門職員数 ０ 
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Ⅴ 現況基礎データ一覧              令和４年５月１日現在 

 

法人名 

学校法人福原学園 

大学・学部名 

九州女子大学家政学部 

学科・コース名（必要な場合） 

栄養学科 

1 卒業者数、教員免許状取得者数、教員就職者数等                 

①  昨年度卒業者数 93 

②  ①のうち、就職者数 

（企業、公務員等を含む） 

86 

③  ①のうち、教員免許状取得者の実数 

（複数免許状取得者も 1 と数える） 

３ 

④  ②のうち、教職に就いた者の数 

（正規採用＋臨時的任用の合計数） 

０ 

④のうち、正規採用者数 － 

④のうち、臨時的任用者数 － 

２ 教員組織 
   

 教授 准教授 講師 助教 その他（      ） 

教員数 ７ ３ ３ ０ ０ 

相談員・支援員など専門職員数 ０ 
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